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�愛媛県告示第５９７号
鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律（平成１４年

法律第８８号）第１４条第１項の規定に基づき、次のとおり第二種特定

鳥獣に関し、捕獲等をすることができる区域を指定する。
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伊予市地内の日南登休猟区の全域 同 上 同 上

東温市地内の黒森峠休猟区の全域 同 上 同 上

東温市地内の御岳山休猟区の全域 同 上 同 上

伊予郡砥部町地内の立野休猟区の
全域 同 上 同 上

上浮穴郡�万高原町地内の菅生休
猟区の全域 同 上 同 上

上浮穴郡�万高原町地内の若山休
猟区の全域 同 上 同 上

上浮穴郡�万高原町地内の休場休
猟区の全域 同 上 同 上

大洲市地内の北平休猟区の全域 同 上 同 上

大洲市地内の秋葉山休猟区の全域 同 上 同 上

大洲市地内の豊茂柴休猟区の全域 同 上 同 上

喜多郡内子町地内の村前休猟区の
全域 同 上 同 上

喜多郡内子町地内の臼杵休猟区の
全域 同 上 同 上

八幡浜市地内の八幡浜休猟区の全
域 同 上 同 上

西予市地内の河内休猟区の全域 同 上 同 上

西予市地内の渓筋・富野川休猟区
の全域 同 上 同 上

区 域 存続期間
捕獲等をすること
ができる第二種特
定鳥獣の種類

四国中央市地内の小川山休猟区の
全域

令和元年１１月１日
から令和４年１０月
３１日まで

イノシシ、ニホン
ジカ

四国中央市地内の浦山休猟区の全
域 同 上 同 上

新居浜市地内の大�保休猟区の全
域 同 上 同 上

新居浜市地内の三ツ森山休猟区の
全域 同 上 同 上

西条市地内の氷見・中野休猟区の
全域 同 上 同 上

西条市地内の黒谷休猟区の全域 同 上 同 上

今治市地内の木地休猟区の全域 同 上 同 上

今治市地内の大島南休猟区の全域 同 上 同 上

伊予市地内の佐礼谷休猟区の全域 同 上 同 上
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�愛媛県告示第５９８号
鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律（平成１４年

法律第８８号）第２８条第７項の規定に基づき、次のとおり鳥獣保護区

の存続期間を更新する。

令和元年１０月１５日

愛媛県知事 中 村 時 広

名 称 区 域 存続期間 保護に関する指針

関前村鳥

獣保護区

今治市関前岡村島の正月鼻

北端を起点とし、ここから同

市大三島町キヨーコ鼻西端と

を結ぶ直線、キヨーコ鼻から

南に回り同町野々江坂の県道

大三島環状線と市道本原線と

の交点に至る海岸線、同交点

と来島海峡航路第四号灯浮標

とを結ぶ直線、同灯浮標と同

航路第二号灯浮標とを結ぶ直

線とその延長線、同市波方町

宮崎梶取ノ鼻と同市岡村島観

音崎南端とを結ぶ直線及び観

音崎から東に回り正月鼻に至

る海岸線に囲まれた海面の区

域

令和元年

１１月１日

から令和

１１年１０月

３１日まで

当該区域は、海面

がアビ等の渡り鳥に

とって重要な飛来地

であることから、鳥

獣保護区に指定し、

当該区域に生息する

鳥類の保護を図る。

また、定期的に巡視

を実施し、静謐な環

境の保持を図り、鳥

類の安定的な生息に

著しい影響を及ぼす

ことのないように留

意するとともに、自

然とのふれあいの場、

鳥類の観察や保護活

動を通じた環境教育

の場としての活用を

図る。

志々満ヶ

原唐子浜

鳥獣保護

区

国立公園唐子浜海岸と頓田

川河口との交点を起点とし、

ここからその海岸線を南東に

進み、市道紅瓦線の延長線と

の交点に至り、ここから同市

道の延長線及びこれに続く同

市道を南西に進み、市道古国

分線との交点に至り、ここか

ら同市道を北西に進み、国道

１９６号に出て、同国道を北西

に進み、同川に出て、同川右

岸を下流に進み、起点に至る

線に囲まれた区域及び桜井海

岸と市道志々満ケ原４号線の

延長線との交点を起点とし、

同 上 当該区域は今治市

東南部の燧灘に面し

た海岸部に位置し、

瀬戸内を代表する美

しい白砂青松地であ

り、多様な鳥類が生

息していることから、

鳥獣保護区に指定し、

当該区域に生息する

鳥獣の保護を図る。

また、定期的に巡視

を実施し、静謐な環

境の保持を図り、鳥

獣の安定的な生息に

著しい影響を及ぼす

西予市地内の御在所山休猟区の全
域 同 上 同 上

宇和島市地内の篠駄馬休猟区の全
域 同 上 同 上

北宇和郡鬼北町地内の鍵山休猟区
の全域 同 上 同 上

北宇和郡松野町地内の上目黒休猟
区の全域 同 上 同 上

南宇和郡愛南町地内の僧都休猟区
の全域 同 上 同 上

ここからその海岸線を南東に

進み、桜井河口港の導流提を

経て、更に同港の海岸線を西

に進み、桜井樋門を経て、明

神橋北端で市道明神橋中浦線

に至り、ここから同市道を北

に進み、市道桜井本線との交

点に至り、ここから同市道を

北に進み、市道志々満ケ原４

号線との交点に至り、ここか

ら同市道を北東に進み、起点

に至る線に囲まれた区域

ことのないように留

意するとともに、自

然とのふれあいの場、

鳥獣の観察や保護活

動を通じた環境教育

の場として活用を図

る。

高縄山鳥

獣保護区

松山市高縄山（標高９８６．０

メートル）を中心とした一帯

高縄寺から北に約４５０メー

トル進んだ松山市猪木と同市

猿川との境界付近にある通称

７本杉を起点とし、ここから

同市猿川の市有林（ブナ天然

林）と私有林（人工林）との

境界を東に約１５０メートル進

み、小谷に至る。ここから同

市小谷をほぼ南に進み、同市

猿川と同市米之野との境界に
りょう

至る。ここから稜線を東に約
りょう

３５０メートル進み、更に稜線

を同市米之野の市有林（人工

林）と私有地（人工林）との

境界を約３００メートル進み、

市道米之野高縄線を横断し、
りょう

更に稜線を南に進み、同市米

之野と同市九川との境界に至

る。ここから同境界をほぼ南

西に進み、同市米之野と同市

九川と同市横谷との境界の交

点に至る。ここから同市米之

野と同市横谷との境界を北西

に約１００メートル進み、ここ
りょう

から稜線を同市横谷の市有林

（人工林）と私有林（人工林）

との境界を西ないし北西に約

１５０メートル進み、市道九川

宝坂線を横断し、更に同市横

谷の市有林（ブナ天然林）と

私有林（人工林）との境界を

北西に進み、同市横谷と同市

猪木との境界に至る。ここか

ら同市猪木の高縄寺所有林

（ブナ天然林）と私有林（人

工林）との境界を北に約５０メ

ートル進み、更に同市猪木の

市有林（ブナ天然林）と私有

同 上 当該区域は、広葉

樹林と針葉樹林など

林相の変化に富む地

域であり、多様な鳥

獣が生息しているこ

とから、鳥獣保護区

に指定し、当該区域

に生息する鳥獣の保

護を図る。また、定

期的に巡視を実施す

るなどにより、静謐

な環境の保持を図り、

鳥獣の安定的な生息

に著しい影響を及ぼ

すことのないように

留意するとともに、

自然とのふれあいの

場、環境教育及び学

習の場として活用を

図る。
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を北東に進み、市道コウドシ
りょう

御在所線を横断し、更に稜線

を北東に進み、市道ニジョウ

岡山線に出て、同市道をほぼ

南東に進み、同市道の終点に

至る。ここから里道をほぼ南

東ないし南西に進み、通称ヨ

シガサコを経て、通称ナカジ

ライシに至る。ここから小谷

をほぼ南西に進み、大洲市と

西予市との境界の通称金剛尾

根に至り、ここから同境界を

ほぼ北西に進み、起点に至る

線に囲まれた区域

ることから、鳥獣保

護区に指定し当該区

域に生息する鳥獣の

保護を図る。また、

定期的に巡視を実施

し、静謐な環境の保

持を図り、鳥獣の安

定的な生息に著しい

影響を及ぼすことの

ないように留意する

とともに、自然との

ふれあいの場、環境

教育及び学習の場と

して活用を図る。

金山出石

寺鳥獣保

護区

八幡浜市と大洲市との境界

線上の郷ノ峠を起点とし、こ

こから同境界を南西ないし北

西に進み、浄心山三角点（７８

１．６メートル）に至る。ここ
りょう

から稜線を北東に進み、大洲

市豊茂の奥地区の通称社宅で

県道長浜保内線に出て、同県

道を北東ないし南東に進み、

市道朝日・谷上線との交点に

至る。ここから同市道を東に

進み、出石寺所有林と私有林

との境界に至る。ここから同

境界を南東に進み、旧喜多郡

長浜町と旧大洲市との境界を

経て、更に出石寺所有林と私

有林との境界を南東ないし南

西に進み、大洲市と八幡浜市

との境界に至る。ここから同

境界を南東に進み同市日土町

野地のシラクズレ谷との交点

に至る。ここから同谷を南に

進み、市道瀬田坊泰野線に出

て、同市道をほぼ西に進み、

同県道に出て、同県道を東な

いし西に進み、起点に至る線

に囲まれた区域

同 上 当該区域は、針葉

樹が大部分であるが、

金山出石寺周辺には

広葉樹が散在してお

り鳥類の生息に適し

ていることから、鳥

獣保護区に指定し当

該区域に生息する鳥

獣の保護を図る。ま

た、定期的に巡視を

実施し、静謐な環境

の保持を図り、鳥獣

の安定的な生息に著

しい影響を及ぼすこ

とのないように留意

する。

宇和島市

城山鳥獣

保護区

宇和島市城山区域一円 同 上 当該区域は、高木

の常緑広葉樹が散在

しており、多様な鳥

類が生息しているこ

とから、鳥獣保護区

に指定し、当該区域

を利用する鳥獣の保

護を図る。また、定

期的に巡視を実施し、

静謐な環境の保持を

図り、鳥獣の安定的

林（人工林）との境界を北東

に進み、起点に至る線に囲ま

れた区域

面河第三

ダム鳥獣

保護区

上浮穴郡�万高原町中津の

面河第三ダムえん堤北端を起

点とし、ここから同えん堤を

南に進み、林道休場百ヶ市線

に出る。ここから同林道を西

ないし南西に約１，５００メート

ル進み、同林道のカーブの中

央地点に至る。ここから同林

道に接する山林を夜鳴川橋に

向かって進み、同橋東端に至

る。ここから同橋を西に進み、

歩道に出て、歩道を北西に約

２６０メートル進み、ナカウネ

谷との交点に至る。ここから

同谷を北東に進み、同ダム貯

水池の常時満水位の貯水線に

至る。ここから同線を北西な

いし西に進み、龍宮大橋南端

に至る。ここから同橋を北に

進み、国道３３号に出て、同国

道をほぼ東へ進み、起点に至

る線で囲まれた区域

同 上 当該区域は、ダム

湖及び周辺の公園を

含み、野生鳥獣の良

好な生息地であるこ

とから、鳥獣保護区

に指定し、当該区域

に生息する鳥獣の保

護を図る。また、定

期的に巡視し、静謐

な環境の保持を図り、

鳥獣の安定的な生息

に著しい影響を及ぼ

すことのないように

留意するとともに、

自然とのふれあいの

場、鳥獣の観察や保

護活動を通じた環境

教育の場として活用

を図る。

大洲城山

鳥獣保護

区

大洲市大洲城山公園の区域

一円

同 上 当該区域は、大洲

城の城跡に位置し樹

木が多く、市民の憩

いの場として活用さ

れており、鳥類の生

息に適していること

から、鳥獣保護区に

指定し、当該区域に

生息する鳥獣の保護

を図る。また、定期

的に巡視を実施し、

静謐な環境の保持を

図り、鳥獣の安定的

な生息に著しい影響

を及ぼすことのない

ように留意するとと

もに、自然とのふれ

あいの場、環境教育

及び学習の場として

活用を図る。

御在所鳥

獣保護区

大洲市と西予市との境界線

上にある御在所山三角点（６６

８．８メートル）を起点とし、

ここから同境界を北東に進み、

通称デンビラに至り、ここか
りょう

ら稜線を北東に進み、林道御
りょう

在所上線を横断し、更に稜線

同 上 当該区域は、丘陵

地帯が多く、区域内

に展望台、遊歩道が

整備されており、教

育の場としても広く

活用されており、鳥

類の生息に適してい

愛 媛 県 報令和元年１０月１５日 第４７号
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�愛媛県告示第５９９号
鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律（平成１４年

法律第８８号）第３４条第１項の規定に基づき、次のとおり休猟区を指

定する。

令和元年１０月１５日

愛媛県知事 中 村 時 広

名 称 区 域 存続期間

小川山休

猟区

四国中央市金砂町小川山柳瀬の国道３１９号と同町

小川山引地に通じる歩道との交点を起点とし、ここ

から同歩道を北西に進み、銅山川に出て、同川右岸

を下流に進み、旧伊予三島市と旧宇摩郡新宮村との

境界と同川右岸の交点に至る。ここから旧伊予三島

市と旧新宮村との境界をほぼ南東に進み、三ツ足山

（１，１０５メートル）を経て、更に同境界をほぼ南西

に進み、愛媛県と高知県との境界に至る。ここから

同境界を西に進み、カガマシ山三角点（１，３４２．９メ

ートル）を経て、更に同境界を南西ないし北西に進

み、中川峠で林道中之川線に通じる山道との交点に

至り、ここから同山道を北東ないし北に進み、同林

道に出る。ここから同林道を北に進み、市道金砂中

之川線に出て、さらに同市道をほぼ北東に進み、市

道薬師線との交点に至る。ここから同市道をほぼ北

西に進み、同国道に至り、ここから同国道をほぼ東

に進み、起点に至る線に囲まれた区域

令和元年

１１月１日

から令和

４年１０月

３１日まで

浦山休猟

区

四国中央市土居町中村の松山自動車道と古子川左

岸との交点を起点とし、ここから同川左岸を上流に

進み、旧宇摩郡土居町と旧伊予三島市との境界に至

り、ここから同境界を南東に進み、赤星山三角点

（１，４５３．２メートル）を経て、更に同境界を南西に

進み、旧土居町と旧伊予三島市と新居浜市との境界

の交点に至る。ここから四国中央市と新居浜市の境

界をほぼ西に進み、二ツ岳登山道に出て、同登山道

をほぼ北西ないし北東に進み、林道法皇線に出て、

同林道をほぼ北東に進み、宮�保川に出る。ここか

ら同川右岸を下流に進み、浦山川との合流点に至り、

ここから同川右岸を下流に進み、同自動車道との交

点に至り、ここから同自動車道をほぼ東に進み、起

点に至る線に囲まれた区域

同 上

大�保休

猟区

新居浜市船木の国道１１号と池田池入口の市道坂ノ

下大�保線との交点を起点とし、ここから同国道を

東に進み、同市と四国中央市との境界の交点に至り、

ここから同境界をほぼ南に進み、下兜山三角点（１，

同 上

りょう

２３３．５メートル）に至る。ここから通称大多羅稜線
りょう

の歩道に出て、同歩道を北西に進み、通称城ヶ尾稜

線の歩道との交点に至り、ここから同歩道をほぼ北

に進み、客谷川と孝々谷川との合流点に至り、ここ

から同川右岸を下流に進み、市道坂ノ下大�保線と

の交点に至り、ここから同市道をほぼ北に進み、起

点に至る線に囲まれた区域

三ツ森山

休猟区

愛媛県と高知県との境界にある三ツ森山三角点

（１，４２９．５メートル）を起点とし、ここから同境界

を南西に進み、平家平三角点（１，６９２．６メートル）

を経て、更に同境界を西に進み、冠山（１，７３２メー

トル）を経て、更に同境界を北西に進み、旧宇摩郡

別子山村と同県と旧新居浜市との境界の交点に至る。

ここから旧別子山村と旧新居浜市との境界を北東に

進み、通称大阪屋敷越に至る。ここから住友林業株

式会社の私設林道を七番川に向かって進み、県道新

居浜別子山線に出て、同県道を南東に進み、中七番

を経て、更に同県道を北東に進み、別子ダム管理道

との交点に至り、ここから同管理道を南に進み、別

子ダムえん堤に至る。ここから銅山川右岸を下流に

進み、葛籠尾鳥獣保護区界に至り、ここから同区界

をほぼ南東に進み、愛媛県と高知県との境界に至り、

ここから同境界を南西ないし西に進み、起点に至る

線に囲まれた区域

同 上

氷見・中

野休猟区

西条市大町の国道１１号の加茂川橋東端を起点とし、

ここから同川右岸を上流に進み、船形橋南端に至る。

ここから同橋を北に進み、同橋北端で同川左岸に出

て、上流に進み、黒瀬ダムえん堤北端に至る。ここ

から県道西条�万線をほぼ西ないし南に進み、新柳

谷橋西端で柳谷川に出る。ここから同川右岸を上流

に進み、林道平野線との交点に至り、ここから同林

道を南西に進み、通称平野峠に通じる山道との交点

に至る。ここから同山道を南西に進み、同峠で旧西

条市と旧周桑郡小松町との境界に至る。ここから同

境界を北に進み、同国道に出て、同国道を東に進み、

起点に至る線に囲まれた区域

同 上

黒谷休猟

区

西条市河之内の市道夜討ヶ窪線の日の谷橋北端を

起点とし、ここから同市道を西に進み、林道河之内

支線との交点に至り、ここから同林道並びにこれに

続く作業道を西に進み、河之内地区と黒谷地区との

境界に至り、ここから同境界を西に進み、同市と今

治市との境界に至る。ここから同境界を北に進み、

五葉が森三角点（８４０．６メートル）を経て、同境界

を北東に進み、市道黒谷浅地線に出て、同市道を南

東ないし南西に進み、市道黒谷線との交点に至る。

ここから同市道をほぼ東に進み、天川地区に通じる

山道との交点に至り、ここから同山道を南東に進み、

市道天川西線に出る。ここから同市道を南に進み、

市道天川線との交点に至り、ここから同市道を南西

に進み、同市道終点で夜討ヶ窪地区に通じる山道と

の交点に至り、ここから同山道を南西に進み、三角

点（４２５．９メートル）に至り、ここから谷を南に進

同 上

な生息に著しい影響

を及ぼすことのない

ように留意するとと

もに、自然とのふれ

あいの場、環境教育

及び学習の場として

活用を図る。
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黒森峠休

猟区

東温市滑川の市道伊之曽線と県道皿ヶ嶺公園滑川

線との交点を起点とし、ここから同県道をほぼ南に

進み、市道滑川海上２号線との交点に至り、ここか

ら同市道を東ないし南に進み、滑川渓谷駐車場に至

る。ここから滑川渓谷の遊歩道をほぼ南東に進み、

同市と上浮穴郡�万高原町との境界に至る。ここか

ら同境界をほぼ西に進み、三角点（１，０７３．５メート

ル）を経て、更に同境界をほぼ南に進み、黒森峠で

国道４９４号に出る。ここから同国道を音田地区に向

かって進み、同地区で市道谷奥線との交点に至る。

ここから同市道を東に進み、伊之曽地区に通じる山

道との交点に至り、ここから同山道をほぼ東に進み、

市道伊之曽線に出て、同市道をほぼ北東に進み、起

点に至る線に囲まれた区域

同 上

御岳山休

猟区

東温市下林の県道伊予川内線と県道美川松山線と

の交点を起点とし、ここから同県道をほぼ南に進み、

高智橋西端で拝志川に出て、同川左岸を上流に進み、

皿ヶ嶺三坂峠鳥獣保護区界に至る。ここから同区界

をほぼ南西ないし北西に進み、同市と松山市との境

界に至る。ここから同境界をほぼ北西に進み、市道

上村津吉線に出る。ここから同市道を東に進み、県

道伊予川内線に出て、同県道をほぼ東に進み、起点

に至る線に囲まれた区域

同 上

立野休猟

区

伊予郡砥部町川登の国道３７９号と町道千里口線と

の交点を起点とし、ここから同町道を南西に進み、

町道弘法師線との交点に至り、ここから同町道をほ

ぼ東に進み、同町と松山市との境界に至る。ここか

ら同境界をほぼ南東に進み、同町と同市と上浮穴郡

�万高原町との境界の交点に至り、ここから砥部町

と�万高原町との境界をほぼ南西に進み、旧伊予郡

砥部町と旧伊予郡広田村と旧上浮穴郡�万町との境

界の交点に至り、ここから旧砥部町と旧広田村との
ずい

境界をほぼ西に進み、上尾第３隧道で同国道に出て、

同国道をほぼ南西に進み、県道広田双海線との交点

に至り、ここから同県道を北西に進み、町道玉谷中

野川線との交点に至り、ここから同町道をほぼ南西

に進み、町道日ノ浦線との交点に至り、ここから同

町道を南東ないし北西に進み、町道中野川総津線に

至る。ここから同町道をほぼ北西に進み、砥部町と

伊予市との境界に至り、ここから同境界をほぼ北に

進み、銚子ダム鳥獣保護区界に至る。ここから同区

界をほぼ東ないし北に進み、同国道に出て、同国道

を東ないしほぼ北に進み、瀧見橋及び万年橋を経て、

更に同国道をほぼ東に進み、起点に至る線に囲まれ

た区域

同 上

菅生休猟

区

上浮穴郡�万高原町�万の国道３３号と県道西条�

万線との交点を起点とし、ここから同県道をほぼ北

東ないし南東に進み、同町下畑野川で、岩屋寺鳥獣

保護区界に至る。ここから同区界をほぼ東ないし南

東に進み、旧上浮穴郡�万町と旧上浮穴郡美川村と

の境界に至る。ここから同境界を南西ないし南に進

み、同国道に出て、同国道を西ないし北西に進み、

同 上

み、日の谷川に出て、同川右岸を下流に進み、起点

に至る線に囲まれた区域

木地休猟

区

今治市と西条市と国有林１０５４林班との境界の三角

点（１，１１８．３メートル）を起点とし、ここから同林

班と民有林との境界をほぼ西に進み、１０５３林班に至

り、ここから同林班と民有林の境界をほぼ北西ない

し南西に進み、１０５０林班に至り、ここから同林班と

民有林との境界をほぼ北に進み、１０５１林班との境界

に至る。ここから同林班と民有林との境界をほぼ北

に進み、１０５２林班との境界に至り、ここから同林班

と民有林との境界をほぼ北に進み、三角点（１，００３．

３メートル）を経て、楢原山（１，０４１メートル）山頂

の奈良原神社に至る参道に出る。同参道を北東に進

み、同神社に至り、ここから上木地登山道を北東に

進み、市道木地川本線に出て、同市道を南に進み、

同市道と林道コタマゴ線の起点との交点に至る。こ

こから同林道並びにこれに続く山道を南東に進み、

両市の境界に至り、ここから同境界を南に進み、起

点に至る線に囲まれた区域

同 上

大島南休

猟区

今治市吉海町と同市宮窪町の大島の区域のうち、

国道３１７号（自動車専用道路でない区間）及びその

延長線で分断される南側の区域

同 上

佐礼谷休

猟区

伊予市中山町佐礼谷の県道野中長沢線と県道中山

伊予線との交点を起点とし、ここから同県道をほぼ

北東に進み、県道広田双海線との交点に至り、ここ

から同県道を北に進み、県道中山双海線との交点に

至り、ここから同県道を北に進み、県道中山伊予線

との交点に至り、ここから同県道をほぼ北東に進み、

旧伊予郡中山町と旧伊予市との境界に至る。ここか

ら同境界をほぼ東に進み、旧中山町と旧伊予市と伊

予郡砥部町との境界の交点に至り、同市と同町の境

界をほぼ南東に進み、県道中山砥部線に出る。ここ

から同県道をほぼ南西に進み、県道広田双海線との

交点に至り、ここから同県道をほぼ北西ないし南西

に進み、林道敷野線との交点に至り、ここから同林

道を南に進み、同林道の終点に至る。ここから林道

ハダコ線に通じる農道をほぼ南西ないし北西に進み、

同林道との交点に至り、ここから同林道を北ないし

南西に進み、林道大谷第２線との交点に至り、ここ

から同林道を西ないし南に進み、市道小池秦皇山線

に出る。ここから同市道をほぼ南東に進み、県道野

中長沢線との交点に至り、ここから同県道をほぼ南

西ないしほぼ北西に進み、起点に至る線に囲まれた

区域

同 上

日南登休

猟区

伊予市と伊予郡砥部町との境界と同市中山町出淵
ずい

の県道�万中山線の大佐礼隧道との交点を起点とし、

ここから同境界をほぼ南西に進み、同市と砥部町と

喜多郡内子町との境界の交点に至り、ここから同市

と同町との境界をほぼ南西ないし北西に進み、国道

５６号に出る。ここから同国道をほぼ北東に進み、同

県道との交点に至り、ここから同県道をほぼ東ない

し南東に進み、起点に至る線に囲まれた区域

同 上
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起点に至る線で囲まれた区域のうち、大宝寺鳥獣保

護区の区域を除いた区域

若山休猟

区

上浮穴郡�万高原町中組の町道河ノ子線と県道西

条�万線との交点を起点とし、ここから同県道をほ

ぼ北東に進み、石鎚山系鳥獣保護区界に至り、ここ

から同区界をほぼ東ないし南東に進み、愛媛県と高

知県との境界に至る。ここから同境界をほぼ南に進

み、高台越で林道川ノ子線に通じる山道に出て、同

山道を西に進み、同林道に出て、同林道を西に進み、

同町道に出て、同町道をほぼ西に進み、起点に至る

線に囲まれた区域

同 上

休場休猟

区

上浮穴郡�万高原町中津の面河川右岸と愛媛県と

高知県との境界との交点を起点とし、ここから同境

界を南西に進み、三角点（９７２．０メートル及び１，０４９

．０メートル）を経て、猪伏鳥獣保護区界に至り、こ

こから同区界を北西に進み、国有林７４林班界に至る。

ここから、同林班界をほぼ北に進み、三角点（１，１２
りょう

５．０メートル）に至り、ここから稜線を北東ないし

北西に進み、龍宮橋南端で町道落出黒川線に出る。

ここから同町道を東へ約３０メートル進み、龍宮大橋

南端で面河第三ダム鳥獣保護区界に至る。ここから

同区界をほぼ東に進み、面河第三ダム堰堤南端に至

る。ここから面河川右岸を下流に進み、起点に至る

線で囲まれた区域

同 上

北平休猟

区

大洲市河辺町川崎の市道寺藪川崎線と県道河辺小

田線との交点である七曲橋西端を起点とし、ここか

ら同県道を北東に進み、同市と喜多郡内子町との境

界に至る。ここから同境界を南東ないし北東に進み、

笹峠山（９５４．７メートル）を経て、更に同境界を北

東に進み、県道小田河辺大洲線に出る。ここから、

同県道をほぼ南ないし南西に進み、寺藪で市道寺藪

川崎線との交点に至る。ここから同市道を西に進み、

市道寺藪名場連線との交点に至り、ここから同市道

をほぼ北東に進み、市道大中山名場連線との交点に

至る。ここから同市道を北西に進み、市道百合谷名

場連線との交点に至り、ここから同市道をほぼ南西

に進み、市道寺藪川崎線との交点に至り、ここから

同市道を西ないし北に進み、起点に至る線に囲まれ

た区域

同 上

秋葉山休

猟区

大洲市と喜多郡内子町と伊予市との境界の交点を

起点とし、ここから大洲市と同町との境界をほぼ南

東ないし南に進み、草屋敷三角点（８２４．４メートル）

を経て、更に同境界をほぼ南東に進み、三角点（６４

６．４メートル）に至る。ここから同境界を南東ない

し南西に進み、矢落川に出て、同川を県道柳沢新谷

停車場線に向かって直角に横断し、同県道に出る。

ここから同県道を北西ないし西に進み、県道藤縄長

浜線との交点に至り、ここから同県道をほぼ南西な

いし北西に進み、旧大洲市と旧喜多郡長浜町との境

界に至る。ここから同境界をほぼ北に進み、大洲市

と伊予市との境界に至り、ここから同境界を北東な

いしほぼ東に進み、起点に至る線に囲まれた区域

同 上

豊茂柴休

猟区

大洲市長浜町下須戒の県道長浜保内線と県道長浜

中村線との交点を起点とし、ここから同県道を南東

に進み、旧喜多郡長浜町と旧大洲市との境界に至り、

ここから同境界を西ないし南西に進み、金山出石寺

鳥獣保護区界に至る。ここから同区界をほぼ北西に

進み、県道長浜保内線に出て、同県道をほぼ西ない

しほぼ北東に進み、起点に至る線に囲まれた区域

同 上

村前休猟

区

旧喜多郡内子町と旧喜多郡五十崎町との境界と県

道肱川公園線との交点を起点とし、ここから同県道

を北に進み、国道５６号に出て、同国道を北東に進み、

国道３７９号との交点に至る。ここから同国道をほぼ

北東に進み、県道池田中山線との交点に至り、ここ

から同県道をほぼ南東に進み、県道坊屋敷小田線と

の交点に至る。ここから同県道を南東ないし南西に

進み、旧内子町と旧五十崎町との境界に至り、ここ

から同境界をほぼ西に進み、起点に至る線に囲まれ

た区域

同 上

臼杵休猟

区

喜多郡内子町と伊予郡砥部町と上浮穴郡�万高原

町との境界の交点となる三郷の辻三角点（９３１．９メ

ートル）を起点とし、ここから内子町と�万高原町

との境界を南東ないし南西に進み、国道３８０号に出

る。ここから同国道を西に進み、町道大平高山畑谷

線との交点に至り、ここから同町道及びこれに続く

通称玄台越え山道をほぼ北西に進み、町道倉谷倉頭

線に出る。ここから同町道をほぼ北西に進み、県道

�万中山線に出て、同県道を西に進み、内子町と砥

部町との境界に至り、ここから同境界をほぼ北東に

進み、起点に至る線に囲まれた区域

同 上

八幡浜休

猟区

八幡浜市産業通の県道八幡浜宇和線の出合橋南端

を起点とし、ここから同県道を北に進み、国道１９７
ずい

号に出る。ここから同国道を北東に進み、夜昼隧道
ずい

西口に至る。ここから同隧道上を北東に進み、同市

と大洲市との境界に至る。ここから同境界をほぼ南

東に進み、八幡浜市と大洲市と西予市との境界の交

点に至る。ここから八幡浜市と西予市との境界を南

西に進み、標高点（６０３．８メートル）に至り、ここ
りょう

から稜線をほぼ北西ないし南西に進み、八幡浜市五

反田の徳用橋北端で同県道に出る。ここから同県道

を北西に進み、起点に至る線に囲まれた区域

同 上

河内休猟

区

西予市と八幡浜市との境界と県道八幡浜宇和線と

の交点を起点とし、ここから同境界を北西ないし北

東に進み、西予市と八幡浜市と大洲市との境界の交

点に至り、ここから西予市と大洲市との境界を東に
ずい ずい

進み、国道５６号の鳥坂隧道上に至る。ここから同隧
ずい

道上を南西に進み、同隧道南口で同国道に出て、同

国道をほぼ南西に進み、同県道との交点に至る。こ

こから同県道を北ないし西に進み、起点に至る線に

囲まれた区域のうち、多田鳥獣保護区の区域を除い

た区域

同 上

渓筋・富

野川休猟

西予市野村町松渓の県道高瀬松渓線と国道４４１号

との交点を起点とし、ここから同国道を南西に進み、

同 上

愛 媛 県 報令和元年１０月１５日 第４７号

６０７
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�愛媛県告示第６００号
鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律（平成１４年

法律第８８号）第３５条第１項の規定に基づき、次のとおり特定猟具使

用禁止区域を指定する。

令和元年１０月１５日

愛媛県知事 中 村 時 広

区 市道寺谷梶原橋詰線との交点に至る。ここから同市

道を北西に進み、市道寺谷線との交点に至り、ここ

から同市道を北西に進み、林道藤ヶ成線との交点に

至る。ここから同林道を北西に進み、市道籠谷線に

通じる山道との交点に至り、ここから同山道を北西

に進み、同市道に出る。ここから同市道を南東ない

し北西に進み、同市と大洲市との境界の交点に至る。

ここから同境界を北東ないし南東に進み、三角点

（６６５．２メートル）を経て、更に同境界をほぼ東に

進み、県道大洲野村線に出て、同県道をほぼ南東に

進み、県道高瀬松渓線との交点に至り、ここから同

県道を西に進み、起点に至る線に囲まれた区域

御在所山

休猟区

西予市城川町高野子の県道日向谷高野子線と国道

１９７号との交点を起点とし、ここから同国道を南東

ないし南西に進み、同市と北宇和郡鬼北町との境界

に至る。ここから同境界を北西に進み、三角点（５９

４．１メートル）、御在所山（９０８．１メートル）、三角

点（８２１．３メートル）を経て、更に同境界を南西な
りょう

いし北西に進み、林道下惣川線の終点に至る稜線と
りょう

の交点に至る。ここから同稜線を北東に進み、同林

道の終点に出る。ここから同林道をほぼ北東に進み、

市道下惣川線に出て、同市道を北東ないし北に進み、

市道広田今田線との交点に至る。ここから同市道を

北ないし東に進み、市道土居愛治線との交点に至り、

ここから同市道を北ないし東に進み、同国道に出る。

ここから同国道を南東ないし東に進み、起点に至る

線に囲まれた区域

同 上

篠駄馬休

猟区

宇和島市和霊中町の国道５６号と国道３２０号との交

点を起点とし、同国道をほぼ北東に進み、新折付橋

西端で市道須賀川ダム循環線との交点に至る。ここ

から同市道を南ないし東に進み、水神橋を経て、更

に同市道を北西ないし北東に進み、新折付橋東端で

同国道に出る。ここから同国道をほぼ東に進み、同

市と北宇和郡鬼北町との境界に至り、ここから同境

界を南に進み、三角点（５６９．６メートル）を経て、

更に同境界を南に進み、滑床成川鳥獣保護区界に至

る。ここから同区界を南に進み、毛山三角点（１，０８

９．０メートル）を経て、更に同区界を南に進み、鬼

が城山で同市と旧北宇和郡津島町との境界に至る。

ここから同境界を南西に進み、権現山三角点（９５２．
りょう

４メートル）に至り、ここから稜線を西に進み、国

道５６号に通じる山道に出て、同山道を西に進み、上

保田で同国道に出て、同国道を北ないし北東に進み、

起点に至る線に囲まれた区域

同 上

鍵山休猟

区

北宇和郡鬼北町日向谷の愛媛県と高知県との境界

と国道１９７号との交点を起点とし、ここから同国道

をほぼ南西に進み、町道下鍵山線との交点に至る。

ここから同町道をほぼ南に進み、県道下鍵山松野線

に出る。ここから同県道をほぼ南西に進み、県道節

安下鍵山線に至る。ここから同県道をほぼ東に進み、

町道犬飼線との交点に至り、ここから同町道をほぼ

南に進み、音地地区を経て、更に同町道を南に進み、

同 上

犬飼地区で林道犬飼支線に至り、ここから同林道を

ほぼ南東に進み、同林道終点に至る。ここから愛媛

県と高知県との境界に至る山道をほぼ南に進み、同

境界に至る。ここから同境界をほぼ南西に進み、三

角点（７６８．１メートル）を経て、更に同境界を南西

に進み、同町と北宇和郡松野町と高知県との境界の

交点に至る。ここから同町と松野町境界を北西に進

み、同町と旧北宇和郡日吉村と旧北宇和郡広見町と

の境界の交点に至る。ここから旧日吉村と旧広見町

の境界を北西に進み、戸祗御前山三角点（９４６．１メ

ートル）を経て、更に同境界を北東に進み、三角点

（６６５．３メートル）を経て、更に同境界を北西に進

み、ウズキ峠三角点（７３８．６メートル）を経て、更

に同境界を西ないし北西に進み、旧日吉村と旧広見

町と西予市との境界の交点に至る。ここから同市と

鬼北町との境界をほぼ北東に進み、三角点（５９４．１

メートル）を経て、更に同境界をほぼ南東ないし北

東に進み、大貝田山三角点（５９６．３メートル）を経

て、更に同境界を北東に進み、愛媛県と高知県との

境界に至り、ここから同境界を南に進み、起点に至

る線に囲まれた区域

上目黒休

猟区

北宇和郡松野町と宇和島市との境界と県道滑床松

野線との交点を起点とし、ここから同県道をほぼ南

東に進み、県道西土佐松野線との交点に至る。ここ

から同県道をほぼ南東に進み、愛媛県と高知県との

境界に至る。ここから同境界を南西に進み、三角点

（７７８．５メートル）を経て、更に同境界を北西に進

み、三角点（１，０７９．５メートル）を経て、更に同境

界を北西に進み、同町と同市との境界と同県との交

点に至る。ここから同町と同市との境界を北東に進

み、起点に至る線に囲まれた区域

同 上

僧都休猟

区

南宇和郡愛南町の僧都地区と緑地区との境界線上

にある白石山（６４７．６メートル）を起点とし、ここ

から同境界を西に進み、旧南宇和郡城辺町と旧南宇

和郡御荘町との境界に至る。ここから同境界を北西

に進み、旧城辺町と旧御荘町と旧南宇和郡内海村と

の境界の交点に至る。ここから旧城辺町と旧内海村

との境界をほぼ北に進み、旧城辺町と旧内海村と宇

和島市との境界の交点に至り、ここから愛南町と同

市との境界をほぼ北東に進み、僧都地区と緑地区と

の境界の交点に至る。ここから同境界を南に進み、

起点に至る線に囲まれた区域

同 上

愛 媛 県 報令和元年１０月１５日 第４７号

６０８
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�愛媛県告示第６０１号
令和元年９月１０日に農地中間管理機構公益財団法人えひめ農林漁

業振興機構から認可申請のあった農用地利用配分計画を、農地中間

管理事業の推進に関する法律（平成２５年法律第１０１号）第１８条第１

項の規定に基づき認可した。

令和元年１０月１５日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 農用地利用配分計画の概要

賃借権の設定等を受ける者 賃借権の設定等を受ける土地

氏名又は名称 住 所 所在及び地番 面積（�）

砂 入 良 愛媛県松山市 愛媛県松山市神浦３０
６番ほか１筆 ７４４

� 岡 二三子 愛媛県松山市 愛媛県松山市神浦３４
８番ほか１筆 ４８８

寺 本 仁 志 愛媛県松山市 愛媛県松山市神浦８４
８番 １４７

木 村 浩 愛媛県松山市 愛媛県松山市神浦１４
７８番ほか１筆 ７２３

奥 田 博 文 愛媛県松山市 愛媛県松山市神浦２０
９２番 ２９６

井 上 芳 愛媛県松山市 愛媛県松山市安城寺
町５３２番ほか１筆 ２，４７１

鶴 原 佳 夫 愛媛県松山市 愛媛県松山市中西外
３１４番１ほか４筆 ４，０４４

垂 水 啓 悟 愛媛県伊予郡松前町
愛媛県伊予郡松前町
大字恵�美字大地１３
１番ほか３筆

４，０８５

中 平 勝 則 愛媛県北宇和郡鬼北
町

愛媛県北宇和郡鬼北
町大字小松１２１番１
ほか３筆

１０，３６９

株式会社
ＰＥＮＴＡ Ｆ
ＡＲＭ

愛媛県西条市
愛媛県西条市丹原町
高松甲１４９１番１ほか
３筆

６，５８９

２ 認可年月日

令和元年１０月７日

�������
�愛媛県告示第６０２号
次の区域及び区分の特定第２号漁業者の同意は漁業災害補償法

（昭和３９年法律第１５８号）第１０８条第２項に規定する要件に適合する

と認めるので、同条第５項において準用する同法第１０５条の２第４

項の規定に基づき、次のとおり公示する。

令和元年１０月１５日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第６０３号
建設業法（昭和２４年法律第１００号）第２９条第１項第４号の規定に基づき、次のとおり建設業者の許可を取り消した。

区 域 区 分

�良区域（�良漁業協同
組合の地区） 主として底びき網を使用して営む漁業

道を南ないし西に進み、起点に至る線に囲

まれた区域
名 称 区 域 存続期間

禁止に係
る特定猟
具の種類

馬島特

定猟具

使用禁

止区域

今治市のうち、馬島の全域 令和元年

１１月１日

から令和

１１年１０月

３１日まで

銃 器

大谷特

定猟具

使用禁

止区域

旧松山市と旧北条市との境界と県道平田

北条線との交点を起点とし、ここから同境

界を南東ないしほぼ東に進み、松山市堀江

町と同市東大栗町との境界に至り、ここか

ら同境界をほぼ南に進み、同市堀江町と同

市東大栗町と同市福角町との交点に至る。

ここから同市堀江町と同市福角町との境界

をほぼ南西に進み、北谷三角点（１６３．９メ
りょう

ートル）に至り、ここから稜線を北西に進

み、通称城山に至る。ここからほぼ北に進

み、幸神神社に至り、ここから同神社参道

を北西に進み、県道平田北条線に出て、同

県道をほぼ北に進み、起点に至る線に囲ま

れた区域

同 上 同 上

北条青

少年ス

ポ－ツ

センタ

－特定

猟具使

用禁止

区域

松山市下灘波の市道石風呂大浦線と国道

１９６号との交点を起点とし、ここから同国

道を北西に約１００メートル進み、海岸線に

出て、その海岸線をほぼ北西に進み、波妻

ノ鼻に至る。ここからその海岸線を北東な

いし南東に進み、同市大浦の同国道と同市

道との交点に至り、ここから同市道をほぼ

南に進み、起点に至る線に囲まれた区域

同 上 同 上

明神特

定猟具

使用禁

止区域

上浮穴郡�万高原町東明神の協和観光開

発株式会社�万カントリークラブ及びこれ

に隣接する同社所有地の区域一円

同 上 同 上

小原地

区特定

猟具使

用禁止

区域

西予市宇和町小原の市道１級路線３号線

と市道石城地区１１９号線との交点を起点と

し、ここから同市道を北西に進み、市道石

城地区１０６号線との交点に至り、ここから

同市道をほぼ北に進み、谷川池に至る。こ

こから同池と山林との境界を北東に進み、

同境界に続く山林と山林に隣接する土地と

の境界に至り、ここから同境界を東ないし

南に進み、瑞山禅寺に至る。ここから同境

界を南東ないし北東に進み庄屋池を経て、

更に同境界を南東に進み、市道石城地区２５

号線に出る。ここから同市道をほぼ南に進

み、市道石城地区８７号線との交点に至る。

ここから同市道を南東に進み、市道石城地

区１１９号線との交点に至る。ここから同市

同 上 同 上

愛 媛 県 報令和元年１０月１５日 第４７号
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令和元年１０月１５日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第６０４号
身体障害者福祉法（昭和２４年法律第２８３号）第１５条第１項の規定により、次のように医師の指定をした。

令和元年１０月１５日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第６０５号
身体障害者福祉法（昭和２４年法律第２８３号）第１５条第１項の規定により指定した医師が、次のように所在地を変更した。

令和元年１０月１５日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第６０６号
身体障害者福祉法施行令（昭和２５年政令第７８号）第３条第２項の規定により、次のように指定医師の辞退の届出があった。

令和元年１０月１５日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第６０７号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

許 可 番 号 許 可
年月日 商 号 又 は 名 称 代表者氏名 主たる営業所の所在地 取 消

年月日
取 り 消 し た
建 設 業 の 種 類

取消しの原因
となった事実

（般－２９）第１２９１０号 平成２９年
１１月２８日 �中野技建 中野 和孝 松山市高井町８９２ 令和元年

９月４日 左官工事業 建設業の廃止

（般－２６）第１７３８４号 平成２６年
９月８日 一水電気設備� 目見田匡貴 松山市今在家４－８ 令和元年

９月６日 電気工事業 建設業の廃止

（般－３０）第１８２５１号 平成３１年
３月２２日 インテリアＪ 中村 純 松山市土居田町３１８－７ 令和元年

９月９日 内装仕上工事業 建設業の廃止
（法人成り）

（般－２９）第１３８９５号 平成２９年
１２月２５日 ワンズ� 川原 裕司 松山市来住町１３８１－１ 令和元年

９月１８日 建築工事業 建設業の廃止

（般－２８）第１０３９９号 平成２８年
１２月２６日 �カドヤ 門屋 孝快 松山市舟ケ谷町２９５－１ 令和元年

９月２４日 電気工事業 建設業の廃止

（般－２９）第１８０００号 平成２９年
９月２５日 �チュウデン 中田 惠子 伊予市米湊５３３－４ 令和元年

９月２５日

建築工事業、大工工事業
屋根工事業
タイル・れんが・ブロック
工事業
内装仕上工事業

建設業の廃止

（般－２９）第１８９３号 平成２９年
１０月３１日 木野内化成産業� 松 俊彦 松山市竹原町１－５－５ 令和元年

９月３０日 管工事業 建設業の廃止
（一部）

診断する身体障害の種類 診療科名 病 院 又 は
診療 所 の 名 称 医 師 氏 名 同 左 所 在 地 指定年月日

視 覚 障 害 眼 科 国立大学法人愛媛大
学医学部附属病院 井 上 英 紀 東温市志津川 令和

元年１０月１日

視 覚 障 害 眼 科 国立大学法人愛媛大
学医学部附属病院 平 松 友佳子 東温市志津川 令和

元年１０月１日

医 師 氏 名
旧 所 在 地 新 所 在 地

変 更
年月日病院又は診療所の名称 同 左 所 在 地 病院又は診療所の名称 同 左 所 在 地

稲 葉 慎 二 地域医療支援病院喜多医師会
病院 大洲市東大洲１５６３番地１ 国立大学法人愛媛大学医学部

附属病院 東温市志津川 令和元年
９月１日

診断した身体障害の種類 診療科名 病 院 又 は
診療 所 の 名 称 医 師 氏 名 同 左 所 在 地 届出年月日

肢体不自由、心臓・じん臓・呼
吸器・ぼうこう又は直腸・小腸
機能障害

内 科 旭川荘南愛媛病院 藤 井 千 穂 北宇和郡鬼北町大字永野市１６０７番地 令和
元年９月４日

愛 媛 県 報令和元年１０月１５日 第４７号
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その関係図面は、南予地方局大洲土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

令和元年１０月１５日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第６０８号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、南予地方局大洲土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

令和元年１０月１５日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第６０９号
道路法（昭和２７年法律１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、南予地方局西予土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

令和元年１０月１５日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第６１０号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、南予地方局西予土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

令和元年１０月１５日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第６１１号
道路法（昭和２７年法律１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、南予地方局西予土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

令和元年１０月１５日

愛媛県知事 中 村 時 広

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

一 般 国 道 １９７号
大洲市肱川町宇和川３７５９番３から

同町宇和川３７５９番３まで
令和元年１０月１５日

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 串内子線
大洲市田処乙１６２０番３から

同市田処甲２番５まで
令和元年１０月１５日

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 大洲野村線

西予市野村町高瀬２８８１番２地先 旧 ６．２～７．１ ０．０１２

西予市野村町高瀬２８８１番２ 新 １０．８～１１．９ ０．０１２

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 大洲野村線 西予市野村町高瀬２８８１番２ 令和元年１０月１５日

愛 媛 県 報令和元年１０月１５日 第４７号
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�愛媛県告示第６１２号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、南予地方局西予土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

令和元年１０月１５日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第６１３号
道路法（昭和２７年法律１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、南予地方局西予土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

令和元年１０月１５日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第６１４号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、南予地方局西予土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

令和元年１０月１５日

愛媛県知事 中 村 時 広

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 四国カルスト公園縦断線 西予市野村町大野ヶ原５９０番 令和元年１０月１５日

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

一 般 国 道 ４４１号 西予市野村町旭５３０番 令和元年１０月１５日

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 四国カルスト公園縦断線

西予市野村町大野ヶ原５９０番 旧 ８．７～１０．０ ０．０１５

西予市野村町大野ヶ原５９０番 新 １６．１～２８．２ ０．０１５

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

一 般 国 道 ４４１号

西予市野村町旭５１０番地先 旧 ４．６～９．８ ０．０２７

西予市野村町旭５３０番 新 １２．２～１２．７ ０．０２７

令和元年１０月１５日 発行
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